
サポートの流れ

① 申請者が『建築士サポート申込書』により事務局にサポート申込み書面でのお申込み

②
サポート事務局にて質問内容を確認し対面サポートの要否を判断
対面サポート実施の場合、申請者は図面等一式を提出
（質問に係る箇所のみ）

事前電話サポート

③ 事務局がサポート員を選定し、申請者へ対面サポート日時を連絡サポート日時連絡

④ サポート員が申請者に対面でのサポートを実施アドバイスの実施


	2025年改正法の全面施行に向け��“京都府建築士サポートセンター”を開設！

